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ハラスメント対策の必要性 © 2026 RESUS Inc.

都道府県労働局の調査によると、パワハラ対策は経営上の重要な課題と回答した担当者
は8割を超えるにもかかわらず、実際にパワハラを受けたと感じた従業員の行動は、社内
相談窓口への相談が約3％、会社以外の第三者への相談は半数を超え、実に4割以上が
「何もしなかった」とされています。このような泣き寝入り状態を放置する事は従業員の
モチベーションやメンタルヘルスの悪化による離職要因となるだけでなく、口コミサイト
やマスコミへのリークによって企業ブランドを大きく毀損する『レピュテーションリス
ク』に直結します。また、カスタマーハラスメント対策や就活ハラスメント防止措置を企
業に義務付ける法改正も行われ、企業のハラスメント対策は待ったなしで進んでいます。
ハラスメント問題は事業主の知らないところで行われていることもあり、『いつ発覚する
かわからない簿外債務（隠れ債務）』とも言えます。それら『取り組まないリスク』を考
えるとすべての事業主が今すぐ取り組むべき重要な経営決定事項であり、自社でハラスメ
ントの加害者・被害者を発生させないことはあらゆる事業者に求められています。

思う
80％

何もしなかった

40％



防止研修の外部委託

ハラスメント関連法律（「労働施策総合推進法」、「男女雇用機会均等法」、「育児・介護休業法」他）は個人の義
務ではなく、「企業の義務」を定めており、防止措置を怠った罰則は企業が受けることが前提です。ハラスメント防止
研修を会社主導で実施することは、いわゆる「安全配慮義務（労契法第5条）」を怠っていないことの証明となり、万
が一社内で事故が起きた場合に企業が罰則を受けるようなリスクを回避することに直結します。つまり、ハラスメント
防止研修は、「ハラスメントをなくす」予防目的と、「万が一事故が起きた場合に企業を守る」企業リスク回避の二つ
の大きな目的を達成することができます。

不法行為責任

行為者
被害者

事業主

安全配慮義務（ハラスメント
防止措置）を遵守していたこ
とが債務不履行責任を否定す
る要素になり損害賠償義務を
逃れる。

【参考になる裁判例①】店長によるパワハラによって自殺した従業員の遺族が起こした訴訟で店長の不法行為を認定し損害賠償義務
が命じられた一方、会社は定期研修・相談窓口の設置ほか啓蒙活動を行っていたことが評価され会社の安全配慮義務違反を認めるこ
とはできないと判断（関西ケーズ電気事件大津地判平成30年5月24日）
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派遣労働者とハラスメントの法律関係

派遣先事業者は派遣法47条によって指揮命令下にある派遣労働者に対しては雇用する事業主とみなし、直接雇用する
労働者と同様にハラスメント防止措置を講ずる必要があります。一方の派遣元事業者も派遣法によって派遣労働者に対
する配慮義務を負っていますので、ハラスメントから派遣労働者を守らなければなりません。派遣元は派遣先が適切に
ハラスメント対策を行っているか確認する必要があり、怠っている派遣先には労働者を派遣しないこととしたり、ハラ
スメント防止対策を講じるよう文書をもってお願いしておくことが派遣元事業者としての使用者責任を問われないため
の対策といえます。また、フリーランス新法によりフリーランスへのハラスメント防止措置が求められています。

【参考になる裁判例②】派遣社員が派遣先からセクハラ被害を受けたこと及び発生後の対応について派遣元会社に対して債務不履行
等に基づく損害賠償を請求した事案では、派遣元が配慮すべき義務を怠ったとして慰謝料の支払いを命じた（東レエンタープライズ
事件京都地判平成24年10月26日）

行為者

派遣労働者
（被害者）

派遣先

派遣就業が適正に行われる
よう必要な措置を講ずる等
適切な配慮をすべき義務
（派遣法31条）

派遣元

派遣先事業主は指揮命令の
元に労働させる派遣労働者
を雇用する事業主とみなす
（派遣法47条の2・3）
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ファイトバックの回避

ハラスメント関連事件が社内で発生した場合は規則に基づき行為者を処分しなければなりません。しかし、近年のハ
ラスメント裁判事例では処分が重すぎるとして行為者が会社を訴える、いわゆる「ファイトバック」が約25％以上を
占めていると言われています。
行為者を処分しなければ被害者から訴訟され、行為者を処分すれば行為者から訴訟されるハラスメントのトライアング
ル関係は、会社の措置義務レベルが高いことだけがリスク回避の唯一の手段です。

懲戒権の行使

行為者

被害者

事業主

労働契約に基づく懲戒処分権
（人事措置）を争われた場合に
も、社内の防止措置義務レベル
が評価されれば損害賠償義務を
免れる。

【参考になる裁判例③】セクハラ行為による懲戒処分（出勤停止・降格）を不服として管理職者が会社を相手取った訴訟では、会社
はセクハラ禁止のポスターによる周知や全員参加の研修など適切な防止措置を実施していたことが評価され、懲戒処分が有効とされ
た（海遊館事件最判平成27年2月26日）。

損害賠償請求
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防止研修の外部委託

多くの中小企業ではハラスメント防止対策としての社内研修を『行っていない』または、『社員による研修』を実施
していると思われますが、効果やリスク対策としては不十分です。
ハラスメント関係法律は専門的であり、専門知識の不足した講師では正しい情報が提供できず、十分な研修効果を得ら
れません。また、研修のための準備のために相当な負担となり、日常業務を圧迫し過大な要求を社内担当に押し付けれ
ばそれもまたパワハラといえます。プロの講師による研修の実施によって防止措置義務レベルを高めることができます。

社内研修 外部講師

・なれあい（緊張感不足）

・基礎知識の不足

・研修準備等の負担増加

・紛争時の評価（低）

・新鮮（高い緊張感）

・専門知識を有する講師

・研修準備時間の軽減

・紛争時の評価（高）

【参考になる裁判例④】イントラ上で防止策や相談窓口の記載、社内研修や調査を行うなど一定の措置を講じてはいるものの、相談
窓口に連絡した従業員の形跡もなく、行為者に対して過去に指導を行った形跡もうかがわれず、パワハラ防止措置は外形的で奏功し
ているものとはいえないため、事業主は行為者と連帯して損害賠償責任を負う（名古屋地裁平成29年12月5日）
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防止研修の目的

ハラスメント問題はセーフ・アウトの表現がよく使われていますが、実際の問題はグレーであり、スペクトラム（境
界があいまい）があります。企業として求められることは、職場のラインをどこまで高めることができるかが一点、も
う一つは、コミュニケーションをしっかりと行うことが重要です。団体でディスカッションしたり、意見交換などによ
るコミュニケーションを研修によって促すことでハラスメントに対する意識が高まります。

犯罪行為・不法行為

明らかに不適切・差別的行為

不適切・差別的

不快・やや不適切・やや差別的

不適切・性的・差別的とまでは言えない

言
動
・
行
為

職
場
の
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン

意
識
の
引
上
げ

【参考になる裁判例⑤】海上自衛隊の上官2名から「バカ・とろい・三曹失格」などパワハラ発言によって被害者が自殺した事案
では、上官1名はさわぎり乗艦勤務に推薦したことや自宅に焼酎を持参した被害者を歓待したことなどから良好な関係にあったこ
とが評価され、違法性が否定された（さわぎりいじめ自殺事件福岡高判平成20年8月25日）。
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サービスの特徴と導入効果

RESUSハラスメント研修サービスの

3つの特徴

RESUSハラスメント研修サービスの

導入メリット

低価格プラン

中小企業にもご利用いただきや
すいよう、無駄を省いた低価格
プランをご用意。研修後のアン
ケート分析やオーダーメイド研
修は必要に応じてオプションで
利用いただけます！

ベテランスタッフ

本サービスの研修担当者は15年
以上のコンサルタント経験のある
代表のほか、弁護士や有名講師な
ど、ご希望に応じた幅広い専任講
師が担当いたします。「実務経験
者」がリアルな研修を行います！

夜間・休日も対応可

研修は任意ではなく有給による
義務として受けさせることをお
ススメしますが、業務多忙で調
整が必要な場合は夜間・休日で
も対応できます！

担当部門の負担軽減

人事部門やコンプラ部門は研修
当日に向けた資料作成や事前の
予習が大きな負担となります。
外部講師への委託で業務負担が
大きく軽減されます！

当事者意識の向上

ハラスメント事件は無自覚によっ
ておこることがほとんどです。リ
アルな事例を使った研修で当事者
意識が高まり行為者を減らすこと
ができます！

紛争リスクの回避

万が一社内問題が紛争事件等に
発展した際、企業は防止措置義
務違反や安全配慮義務違反を問
われるリスクがあります。外部
委託で紛争リスクを大幅に回避
できます！

© 2026 RESUS Inc.



研修プログラム例（お任せコース）

組織の課題や対象者によって最適な研修プログラムをご提案いたします！！

時間 内容 方法

90分

～
120
分

1．ハラスメントとは
（１）ハラスメントの基礎知識
（２）判例で学ぶハラスメント

講義

２．ハラスメントの実務事例
（１）ハラスメントの起きやすい組織
（２）すぐそばにあるトラブル
（３）カスタマーハラスメント・LGBTQの事例

講義

３．ハラスメント行為者にならないために
（１）パワハラ発言にならない令和版言い換え
（２）行為者かも？無自覚者チェック

（３）ジェネレーションギャップ・アサーティブコミュニ
ケーション

講義

４．対策と実務
（１）基本的な心構え（行為者にならないために）
（２）事案発生時の初期対応実務
（３）即実践できる行動指針の持ち帰り

講義+

ワークグ
ループ

経営層・管理職向け

時間 内容 方法

90分

～
120
分

1．ハラスメントとは
（１）ハラスメントの基礎知識
（２）判例で学ぶハラスメント

講義

２．ハラスメントの実務事例
（１）ハラスメントの起きやすい組織
（２）すぐそばにあるトラブル
（３）カスタマーハラスメント・LGBTQの事例

講義

３．ハラスメント当事者にならないために
（１）アウトとなるパワハラ発言集
（２）予備軍かも？無自覚者のチェック

（３）これってどうなの？窓口に寄せられたモラハラ
事例をご紹介

講義

４．対策と実務
（１）基本的な心構え（被害にあわないために）
（２）パワハラされたかもと思ったら
（３）職場のハラスメント対策に協力しよう

講義+

ワークグ
ループ

一般社員向け

目的（例）：ハラスメントに対する正しい知識を持たせ
て、意識の向上と対処法を身につけさせたい。

目的（例）：最新のハラスメント問題を知りどのような
リスクに注意し、行動すべきか職場づくりに活かす。

カリキュラムは一般研修から高度なオーダーメイドまで、ご希望に応じた最適な研修をご提案いたします。

© 2026 RESUS Inc.



研修資料

無料の研修資料のように「あきらかにアウト」の判例ではなく、一審二審で逆転するような微妙な判例や、当社が
取り扱った表に出ない非公開の示談交渉、難易度の高いLGBT問題などを紹介し、受講者が自分で考え、ハラスメント
が身近な問題であることを自覚できるようなカリキュラムになっています。

© 2026 RESUS Inc.



研修実施アンケートの実施（受講証明書）

ハラスメント研修 ＲＥＳＵＳハラスメント研修のよくある質問は

ハラスメント研修に関
するアンケートは、万
一ハラスメント事件が
発生した際の企業の訴
訟リスク対策や行為者
の懲戒処分の評価時に
も利用可能です。研修
後はアンケートを実施
し社内で保管されるこ
とをおすすめします。

当研修実施後は受講証明のためアンケートを実施ください。アンケート内容は当方にて作成することもできます。

アンケートの回収や評価分析レポー
トが必要な場合は別途となります。

© 2026 RESUS Inc.



外部研修実施の準備

当社 貴社

②従業員への周知

①研修資料/アンケート作成

③当日講義実施（受講証明書発行）

●会場は当社会議室なら無料（定員4０名まで、
新大阪）。講師派遣先会場は貴社にてご用意をお
願いします。（全国出張可）

メイン講師の山田です。

●オンライン研修も対応可（ZOOM/Teams）

© 2026 RESUS Inc.



当社のハラスメント等研修サービスは
民間企業から官公庁まで幅広い事業主様にご利用いただいております

導入事業者業種 主な実施理由 従業員規模
（アルバイト含む）

大阪府警警察本部 パワハラ対策 20,000名

大阪出入国在留管理局 パワハラ対策 6,000名

学校法人明治大学 パワハラ対策 600名

テレビ局 就活ハラスメント対策 1,200名

一流ホテル カスハラ対策 1,100名

熊本県庁 カスハラ対策 4,000名

神戸税関 パワハラ対策 1,000名

近畿税理士会大阪支部 パワハラ対策 50名

導入企業の規模 © 2026 RESUS Inc.

当社のハラスメント対策関連サービス実績（2025年度末時点）

研修等講師実績 研修受講者数 受講者満足度
（役に立ったと回答した割合）

200回以上 10,000人超 98％



ハラスメント等研修代行サービスメニュー

初期費用 定額単価

研修実施（WEB・来場・派遣）

0円研修資料作成

（おまかせ90分コース）

88,000円～/回
※2月～4月の開催を除く

0円

●会場設備の指定はありません。会場が無い場合はオフィス内での立ち講習も対応可能です。

●研修カリキュラムはお申し込み後、業種・業界・リクエストをお伺いして作成いたします。

研修アンケート作成
（受講証明書発行） 無料

0円

オプション
●出張研修・宿泊研修
●詳細レポート分析（リスク診断）

別途

●より専門的な研修は企画段階からの参加のほか、弁護士やFP、医師（産業医）のご紹介も行っております。

●10月および1月から４月は研修の繁忙期につき実施日時はお早目にお知らせください。

© 2026 RESUS Inc.



会社概要

称号 株式会社ＲＥＳＵＳ（リーサス）
RESUS社会保険労務士事務所

設立 2016年11月11日

資本金 3,500,000円

代表者 山田 雅人（社会保険労務士/AFP/宅地建物取引士）

所在地 〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島4-3-21 NLCセントラルビル504号

TEL：06-6306-6536 FAX：06-6306-6538

事業概要 不動産事務代行業/労務コンサルティング業/転勤社宅業務代行業/人事研
修サービス/社会保険労務士業

従業員数 12名（2026年3月1日時点）

支援実績 大阪府警察本部/学校法人明治大学/熊本県/株式会社コメリ/株式会社ロイヤルホテル/財務省北陸
地方分局/株式会社ケイアイホーム/株式会社S-FIT/日本生活協同組合連合会/他・順不同
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